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支部長 久住 博隆 

 

日頃東京都行政書士会町田支部の活動にご理解とご協力を

賜り深く感謝申し上げます。 

私が総会にて支部長に選任されて早いもので 2 年が経とうと

しております。他の役員の皆様や会員の皆様に叱咤激励を受

けながら会員の皆様の為に少しでも役に立ちたい、行政書士

の知名度 UPに少しでも貢献したいと頑張ってきました。支部

長選の立候補演説の際にお話をさせていただきました色々な

事をこの 2 年間でどこまでやれたか、そう考えるとまだまだ

やり残したことは沢山あります。しかし、会員の皆様の役に

立ちたいと考える仲間たちとの活動は少しずつでありますが

進んでまいりました。 

 

 

研修会も実務に直結した内容を昨年度より多くの回数行うことができ、街頭無料相談会

も年 2 回、その他新たな試みとして市役所と共催で市民センターでの出張無料相談会も開

催できました。これにつきまして次年度はもう少し回数を増やし開催をしてほしいと町田

市から要望をいただいております。また、法教育についても私たちがかかわりの深い“契

約”を題材に新たな教案を作成し、小学校に見学に来てくださった保護者の方々から“こ

ういう事を教えて欲しかった”と評価をいただくなど、色々なところで行政書士を知って

もらうきっかけを作ってまいりました。行政書士会は会員の福利厚生と行政書士の知名度

UPを図り、会員の皆様の事業がやりやすい環境を提供すること、また、士業としての社会

貢献をすることが活動の大きな目的だと考え今後ともこの考えの下、行政書士会の発展の

為に微力ながら尽力していきたいと考えます。 

 

 

役員の皆様、会員の皆様そして、行政書士会町田支部に係っていただきました全ての皆

様、2年間どうもありがとうございました。 
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                    暴力団等排除対策委員会担当  大塚 靖夫 

 

 町田警察署は 1月 5日、南大沢警察署は 1月 12日それぞれ

新春恒例の「武道始式」を署の道場で開催しました。「武道始

式」とは、管内地域の治安維持のために署員が日頃の訓練し

た成果を地域の市民の皆様に披露するため、開催される年頭

の恒例行事です。 

 

 町田警察署の「武道始式」は、来賓に石阪市長、若林市議会議長、町田防犯協会会長、

町田交通安全協会会長、町田警察署懇話会会長等多数の地域団体の参加があり、式は厳粛

に挙行され、町田支部から久住支部長をはじめ 3名が参加しました。 

 

 岩下署長は冒頭の挨拶で「昨年の管内の検挙率は、一昨年

に比べ大幅に成果を挙げることが出来た。今後は安全と安

心を確保すべく身近で発生する高齢者を狙った特殊詐欺な

どの防止対策を強力に行っていきたい。また、東京オリンピ

ックに向けて地域の皆様とともにテロ対策を進め、管内の

皆様の安全・安心を図っていきたい。」とその意気込みを述

べられました。 

  

署員の選手の皆様は、柔道・剣道ともに高点試合形式でいずれ

も白熱した熱戦を繰り広げられ、会場からも「オウ」と言う声

が上がるなどまさに真剣勝負。合気道演武では女性警察官が華

麗な練習の成果を披露、拍手喝采。さらに管内少年柔道・剣道

の試合では、子供たちの真剣に望む試合   ぶりに会場から

暖かい声援が送られました。 

 

 また、式後にレンブラントホテルで開催された「懇親会」では

地域協力団体役員の多くの皆様と名刺交換をするなど親交を深

め、果敢に支部のアピールを行いました。(会場内は超満員) 

 

なお、南大沢警察署の「武道始式」」は日程調整がつかず参加

出来ませんでした。 
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賀詞交歓会実行委員会 鈴木 高志 

 

 

新春を祝して、1 月 19 日、東京都行

政書士会町田支部・東京行政書士政治

連盟町田支部共催の平成 31年新年賀詞

交歓会に、29名の会員とご来賓 48名が

出席され、盛大に開催されました。 

本会からは柴野和夫副会長、並びに河

野基史政連副会長のご臨席を賜り、石

阪丈一町田市長をはじめ多くのご来賓

の方々からご挨拶を頂戴致しました。 

 

 

また、今年のアトラクションは、フットサルチーム「ペスカドーラ町田」のチアリーデ

ィングの皆さんによるパフォーマンスで、会場を大いに盛り上げて頂きました。 

 

町田支部会員だけによる第二部では、中澤勇一先生の新春スピーチをはじめ、新入会員

挨拶や会員の皆様の抱負などをご披露し合うという、笑いあり、決意あり、反省あり？な

んでもありの楽しい一時となりました。 

 

 

私たち町田支部会員が業務の拡大を

して活躍するなか、様々な分野の関係

者をご招待して、皆様とともに一同に

会する機会はなかなかありません。そ

のような意味でも、毎年行われる賀詞

交歓会が、年々盛大に、いや増してい

くことは、たいへんに素晴らしいこと

と思います。継続は力と言いますが、

力がないと継続することはできません。

町田支部会員の皆様のパワーを感じた

日でもありました。 
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衆議院議員 小倉 まさのぶ様 

 

日頃より、先生方からは私の政治活動に対

しまして多大なるご支援を賜り、心より御礼申

し上げます。 

 

 昨年 10 月まで行政書士系を所管する総務大

臣政務官を務めてまいりました。その経験を活

かして現在は、日本行政書士会連合会からの要

望の窓口となる自民党法務自治関係団体委員

長に就任しました。 

 

 外国人材の受入れ、高齢者でも安心して暮らせる社会づくり、日本経済を支える中小企

業への支援のいずれも行政書士の先生方の活躍が不可欠だと実感しています。 

貴団体の更なる飛躍をご祈念申し上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。 

 

 

町田市長 石阪 丈一様 

 

 この度は、東京都行政書士会町田支部新年賀詞交歓会にお招きいただき、誠にありがと

うございました。また、東京都行政書士会町田支部の皆様には、平素より、町田市政にご

理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 

 町田支部の皆様におかれましては、市民の

皆様からの相続や契約等に必要な書類の作成

の相談、そして空家対策推進に向けた相談業

務等を担っていただいておりますこと、心よ

り感謝申し上げます。 

 

 今後とも、地域に根差した相談役として、

皆様のご支援、ご協力を賜りたくお願い申し

上げます。 
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礒野 雄 

 

 今年は鶴間小学校、南第三小学校において、

6 年生の児童の皆さんに「きまりや約束を守る

のは何のため？契約を学んでその大切さを考

えよう！」という授業をさせていただきました。 

 

 

 

鶴間小学校では「ネット課金」について、

南第三小学校では「口約束」について触れ

るよう依頼されましたので、その様に授業

案をそれぞれの学校ごとにアレンジして

対応させていただきました。学校との話し

合いで授業内容を柔軟に変更して仕上げ

るという行政書士の法教育の良さは、寺田先生から渥美先生に交代されても存在している

のだと実感いたしました。町田支部の法教育には「きまりがあるのは何のため？「ペット

ボトルのラベル」の秘密」という授業案がありましたが、今年度は上記の契約についての

授業案をあらたに作成しました。 

 

 

「ハルトくんはコンビニで 120円の肉まんを買いまし

た。これは契約でしょうか？」みたいな小学生が普段行

っているような事例を下にクイズをしたり、グループで

契約書が無くても契約成立かどうかを話し合ってもらっ

たりして、契約違反罪という犯罪は無いけれど、どうし

て契約や約束は守らないといけないのかを小学生の皆さ

んに考えてもらう授業になりました。 
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 わずかな授業時間にもかかわらず、グループワーク中に発表役を押し付けられそうにな

った児童が「君たちがそういうのは強迫だから取り消し！」みたいな会話をしているのが

聞こえてきたりして、吸収力の高さに驚愕しました。 

 

 民法が改正され、2020年 4月からは錯誤が無効ではなく取り消すことができるに変わる

など、債権法移行期にある中で説明が難しいところも有りましたが、児童の感想文の限り

では概ね好評で伝えたいことは伝わったようで安堵しました。 

 

小松 由伸 

 

 

2月 28日南第三小学校において

法教育出前授業を 6年生対象に行

いました。 

 

今回は『契約』をテーマに 

日頃遭遇する身近な事例を紹介

し、 

その事例が契約として成立するか

どうかを○×クイズ形式で考える

企画や、グループワークなども盛り込み、活発な意見が飛び交う中、大変活況の中で無事

終了致しました。 

 

 

 

授業終了後の生徒達の賑やかな反

応を見る限り、日常の授業とは少し

異なった『法律』というテーマを身

近に感じ、強く印象に残った授業と

なったようです。 
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研修担当理事 中移 庸介 

 

2月 13日(水)に、まちだ中央公民館において

講師に練馬支部会員の三上 陽三ゲオルク先生

をお迎えして「一般貨物自動車運送事業新規許

可について」と題した研修会が開催されました。

他支部からの 12 名を含む 31 名の出席により行

なわれました。中には富山県から来られた先生

もいらっしゃいました。 

 

 

最初に自動車運送事業の定義や関連する法律

の変遷や運送業界の隆盛といった業界を取り巻く背景の説明がありました。そのうえで現

状の主要な条文や許可基準の話に移りました。ここでは公示に基づく具体的な基準に関す

る解説がなされました。どれも豊富な実践からくる判りやすい講義でありました。更に申

請書の具体的な説明と作成のポイントや申請のタイムスケジュールの解説をしていただき、

研修を終了しました。受講生からは実践的で判りやすい講義だったとの感想を多数頂戴い

たしました。 

 

 

研修会の後の懇親会も、普段あま

り接する機会のない他支部の先生

も参加されて、行政書士業務にかか

わるさまざまな話題について意見

交換がなされておりました。今回の

懇親会の参加者は特徴のある経験

をお持ちの先生方が多く、各先生の

バックグラウンドの話にも花が咲

き、懇親会ならではの様相でした。 

 

 

 

今後もさらに支部の皆様の役に立つ研修会を企画して参りますので、御参加下さいます

ようお願いいたします。 
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研修担当理事 中移 庸介 

 

３月５日(火)に、まちだ中央公民館において講師に町田支部会員の三浦 丈治先生をお

迎えして「産業廃棄物収集運搬業許可を受任する前に知っておくべきこと！」と題した研

修会が開催されました。他支部からの６名を含む２１名の出席により行なわれました。 

最初に開業後時間の浅い先生方に営業のあり方として、ＤＭ、ＨＰ、交流会、テレアポ

などいろいろあるが、法的な知識を充分身につける事はもとより、現場の現状をしっかり

把握する事の重要性に触れられました。そして産廃に関する基礎知識に関する解説に入り

ました。産業廃棄物と一般廃棄物の定義や排出事業者の責任について、判例を交えての説

明と、許可申請するための事業者側の要件説明がありました。今回の研修においては、増

加する廃棄物を適切に処分・処理する事の重要性を再認識させられました。不法な処分・

処理がいかにその地方に金額的及び時間的な重大な負担を強いるかという事例の紹介もあ

りました。一方こうした不法業者ではない業者さんは、昨今の廃棄物の増加にたいして環

境に対する重大な危機感をお持ちである旨の紹介がありました。単に許可申請業務を事務

的にこなす姿勢では業者さんとは仕事がで

きない、この業務を行なうためには環境に

対する深い考えを持つ必要があると感じま

した。 

研修会の後の懇親会では引き続き食品の

廃棄物に関する話題などで盛り上がり、研

修の余韻が強く残っている懇親会でした。 

今後もさらに支部の皆様の役に立つ研修

会を企画して参りますので、御参加下さい

ますようお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

■平成 31 年度東京都行政書士会町田支部定時総会 

■平成 31 年度東京行政書士政治連盟町田支部定時大会 

 

日  程 ： 2019年 4月 20日土曜日 (詳細は後日) 
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ワ イ ン の あ る 生 活 

 

渥美 元博 

☆ワインなる飲み物 

 

 近年は、百貨店や専門店に行かなくとも、スーパーマーケットやコンビニエンスストア

でも、気軽に入手することができるワイン。みなさんも、自宅やお店など、様々なところ

で飲んでいるのでは！？ 

 

 そもそも、ワインは古代ギリシアや古代エジプト時代にも、すでに楽しまれていた飲み

物です。その起源は、紀元前８０００年ほど前のジョージア（ヨーロッパ）と言われてい

ます。ジョージアからメソポタミアに醸造法が広まり、さらにはエジプトやギリシア、ロ

ーマにまで伝わっていったそうです。 

 

 そんな昔から飲まれているにもかかわらず、私たち日本人には、やはりまだまだハード

ルの高い飲み物である、という認識が深く深く根付いているように思えます。 

 「名前が分からない」、「年代によって味が違う」、「赤は渋くて飲めない」、「ワインは気

取った貴族が飲むものだ」・・・・・などなど、偏見が入っている意見も（笑） 

 

 しかし、みなさんが思っているほど、そんなに難しい飲み物ではないし、敷居も高くな

いんです！これから、ワインとの距離をギューッと縮めるポイントを教えちゃいます。 

 

☆ワイン選びのポイント 

 

ワインを選ぶ際のポイントはいくつかありますが、代

表的なのものは「生産地」、「生産者」「ブドウの品種」、

「ヴィンテージ（生産年）」、でしょうか。 

当然、普通はこれらのポイントについて知識はありま

せん！そこで、ここは視点を変えて、自分都合で選んじ

ゃいましょう（＾＾）。 

 

まず大事なのは「味」ですよね。甘いの辛いのか、渋

いのかまろやかなのか、酸味が強いのか果実味豊かなの

か・・・等々自分の飲みたい、または好きな味を思い

浮かべます。そして、それをお店の人に伝えます。最 自宅にて“高級ワイン”たちと！ 
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近は、百貨店や町の酒屋さんにもソムリエの資格を持った店員さんもいますし、餅は餅

屋でワインを提供している人に聞けば間違いないです。 

ただ、なかなか人には聞きにくい！という場合もあります。その時は、いわゆるジャ

ケ買い（ワインのラベルだけを見て買うこと）しちゃいましょう！最近のワインのラベ

ル（エチケット、とも言います）は、とてもスタイリッシュなものも多く、昔のレコー

ドやＣＤでもやったようなジャケ買いは、意外とおススメです！ 

  

☆実際にワインを味わった後は 

 

 そうやって購入したワインを飲んでみて、美味しく

なかったら残念・・・もう一度上記行程に戻りましょう

（笑）。 

気に入ったワインに出会えたら、ぜひぜひ覚えておい

て欲しいポイントが１点だけあります。それはズバリ

「ブドウの品種」です！！ 

生産地や生産者は、正直横文字で覚えきれません。そ

れに、それらを覚えたとしても、どの店にも置いてある

訳ではありません。そこで覚えるべきは、そのワインの

元になった「ブドウの品種」です。 

気に入った「ブドウの品種」さえ覚えておけば、だ

いたいどこでも自分の口に合ったワインを楽しめま

す。これから暖かくなっていく中、私のオススメ品種は、白だとリースリング、赤だとシ

ラーです。これからの季節柄、品種関係なくロゼっていう選択肢もありです＾＾ 

 

☆最後に 

 

  ワインは、好きな時に飲んで楽しめばいい飲み物で

す。世で言われるように、肉には赤、魚には白、なんて

決まりも関係ありません。百人百色、これがワインで

す。ぜひ、みなさんも気軽にワインを手に取ってくださ

い。 

    

得も言われぬ優雅な気分と、幸せな時間が訪れること

必至です！「No Wine, No Life！」。では、また！ 

 

 

 

最近はワイン酵母を使って仕込ん

だ日本酒もあります。 

 

外で飲むワインも最高！ 
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今日のツボは「中衝(ちゅうしょう)」 

 

中衝のツボは中指爪の生え際から 2ｍｍほど下、人

差し指側の両手にあります。 

 

中衝は「眠気覚ましのツボ」と言われています。 

 

眠気が襲ってきたら反対の親指と人差し指で強めに刺

激してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 町田支部広報では、新たに広報誌のネーミングを募集いたします。 

皆様の素敵なアイディア、お待ちしています。 

 

 

期限 ： 2019年 3月 31日到着分まで 

宛先 ： 広報担当理事 吉田 office.salvia@tokyo.zaq.jp  

発表 ： 町田支部広報誌 (2019年 6月予定) 
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